
船舶事故調査報告書 

平成２９年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年８月１３日 １０時４０分ごろ 

発生場所 広島県尾道市向
むかい

島南方沖 

 大浜
おおはま

埼灯台から真方位１００°１,３４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２１.４′ 東経１３３°１１.３′） 

事故の概要  プレジャーボートドラゴン７丸は、北西進中、また、ミニボート

（船名なし）は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２８年８月２３日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート ドラゴン７丸、２.８トン 

   ２７３－１０９９３広島、個人所有 

Ｂ ミニボート （船名なし）、長さ２.８２ｍ 

   なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 操縦者Ｂ、操縦免許 なし 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船外機及び右舷船尾部に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船長Ａが、右舷側を遊走する水

上オートバイと衝突するのではないかと不安になり、右舷方を遊走す

る水上オートバイに注意を向けながら航行していたところ、Ｂ船に衝

突した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂ及び友人１人（以下「同乗者Ｂ」という。）が乗

船し、機関を停止して漂泊中、操縦者Ｂが、船首方から接近するＡ船

を視認したが、これまでに他船がＢ船を避けて航行していたので、Ａ

船がＢ船を避けて航行するものと思い、船尾部で右舷方を向いた姿勢

で釣りを続けていた。 

 操縦者Ｂは、Ａ船が針路及び速力に変化がなく接近して来たので、

Ａ船がＢ船に気付いていないと思い、船外機を始動し、左回頭したも

のの、衝突を避けられないと判断し、同乗者Ｂと共に海に飛び込ん

だ。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、右舷方を遊走する水上オートバイに注意を向

け、左舷方の見張りを行っていなかったことから、船首方で漂泊中の

Ｂ船に気付かなかったものと考えられる。 



 Ｂ船は、操縦者Ｂが、船首方から接近するＡ船を視認した際、Ａ船

がＢ船を避けて航行するものと思い、衝突を避けるための動作が遅れ

たことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、船長Ａが左舷方の見張りを適切に行っておらず、また、

操縦者Ｂが衝突を避けるための動作が遅れたため、両船が衝突したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・漂泊中、接近する他船を認めた場合、避航の様子が見られないと

きは、余裕がある時機に、船外機を始動して移動するなど、衝突

を避けるための措置を講じること。 

 


